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２９貿情セ 調（経提）第６号 
平成 30 年 1 月 31 日 

経済産業省 貿易経済協力局貿易管理部 
安全保障貿易管理課 黒田課長 
安全保障貿易審査課 三橋課長 
（写）安全保障貿易管理課 熊野課長補佐，飯泉係長 
（写）安全保障貿易管理課国際室 荒木課長補佐，小間係長 
（写）安全保障貿易審査課 井上総括課長補佐，渡井係長 

 
一般財団法人 安全保障貿易情報センター 
情報通信専門委員会 
通信・情報セキュリティ分科会 

主査 村井 則彦 
 

情報セキュリティ関連の政省令等改正に伴う、経済産業省ホームページ 
Ｑ＆Ａの早期見直しに関する要望 

 
 表記の件につきまして、下記の通り要望いたしますので、何卒、ご配慮いただけますよう、よろしく

お願いいたします。 
 

記 
 
１．要望の背景・主旨 

 平成 29 年 12 月 6 日に公布され、平成 30 年 1 月 22 日に施行が予定されています政省令等改正におか

れましては、ワッセナー・アレンジメント（以降 WA と表現）の 2016 年 12 月会合で決議された構成、

内容を忠実に反映頂き、また、平成 28 年 12 月 19 日付け２８貿情セ 調（経提）第３号「2015 年及び

2016 年ワッセナー・アレンジメント情報セキュリティ規制合意内容の日本法令反映に関する要望」で要

望しました Information Security の表現の統一（情報システムのセキュリティ管理機能）等を反映頂き

ました。この改正に伴い、WA 規制リストとの対比が容易となり、組織内での教育や日々の該非判定業務

の負担が軽減され、輸出管理の効率が上がることが期待され、誠に感謝申し上げます。 
 一方で、WA リストに規制の表現を合わせたために、「旧 貨物等省令第８条第九号レ（副次的暗号の除

外）や、旧 貨物等省令第８条第九号ヨ（使用できない暗号・休眠暗号の除外）がなくなり、規制が強化

されたのではないか。」との疑問や、「参照する号がなくなったために貨物等省令から「市販暗号」と「副

次的暗号」の言葉がなくなったが、それらの言葉を今後も参照できるように欲しい。」等の意見が CISTEC
に寄せられています。 
 これら産業界からの声に対応し、また、法令改正初期の混乱を最小化すべく、経済産業省のホームペ

ージに掲載されておりますＱ＆Ａの政省令等改正を反映した改訂案を作成しました。内容ご確認の上、

早期に見直しをして頂き、できれば平成 30 年 1 月 22 日の政省令等改正の施行と同時にホームページに
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掲載頂きたく要望申し上げます。 
２．法令改正により改訂頂きたいＱ＆Ａ 

経済産業省のホームページに掲載されているＱ＆Ａ「１１．コンピュータ、エレクトロニクス、通信 （別

表第 1 の 7 項、8 項、9 項、10 項等）」（ http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda08.html ）のうち、9
項関連で改訂が必要となるＱ＆Ａの改訂案は以下の通りです。 

なお、平成 29 年 1 月 30 日付け２８貿情セ調第４号「『Ｑ＆Ａ１１ コンピュータ、エレクトロニクス、

通信関連』への提案」でＱ＆Ａ８、１０、及び１５の削除等、見直しの提案をしました。それらの提案

も併せて記載し、同提案での解説を以下新旧対照表の中に注釈で記載しております。（注釈はホームペー

ジ掲載時に、削除願います。） 
 

新 旧 

▼Ｑ６:質問 2018/1/22 

貨物等省令第８条第九号イ（九）の「特定の民生産業用

途」とはどのようなものを指すのでしょうか。また、本規

定により輸出許可が不要となりうる暗号機能とはどのよ

うなものを指すのでしょうか。 

 

▲Ａ６:回答 

「特定の民生産業用途」に関するワッセナー・アレンジ

メント合意の趣旨としては、当該貨物が鉄道や航空、道路

など公共交通事業、病院、電気、ガス、上下水道などのイ

ンフラ事業、郵便事業、宅配サービス、銀行業務等のため

に用いることを指しています。なお、警察や消防等の公共

サービスは「特定の民生産業用途」に含まれません。 

 

また、特定の民生産業用途の携帯用電話機端末等が有す

る暗号機能であって、本規定により輸出許可が不要となり

うるものとは、携帯電話としての基本的通信機能（電話、

データ通信）に係る暗号機能の他、GPS、スマートカード、

カメラ、Bluetooth、無線 LAN 等の付加的機能に係る暗号

機能も含まれます。 

▼Ｑ６:質問 2013/2/8 

平成２１年１０月１日より施行の貨物等省令第８条第

九号ヲの「特定の民生産業用途」とはどのようなものを指

すのでしょうか。また、本規定により輸出許可が不要とな

りうる暗号機能とはどのようなものを指すのでしょうか。 

   

 

▲Ａ６:回答 

「特定の民生産業用途」に関するワッセナー・アレンジ

メント合意の趣旨としては、当該貨物が鉄道や航空、道路

など公共交通事業、病院、電気、ガス、上下水道などのイ

ンフラ事業、郵便事業、宅配サービス、銀行業務等のため

に用いることを指しています。なお、警察や消防等の公共

サービスは「特定の民生産業用途」に含まれません。 

 

また、特定の民生産業用途の携帯用電話機端末等が有す

る暗号機能であって、本規定により輸出許可が不要となり

うるものとは、携帯電話としての基本的通信機能（電話、

データ通信）に係る暗号機能の他、GPS、スマートカード、

カメラ、Bluetooth、無線 LAN 等の付加的機能に係る暗号

機能も含まれます。 

▼Ｑ７:質問 2018/1/22 

貨物等省令第８条第九号イの括弧書きに「当該暗号機能

が暗号機能有効化の手段を用いないで使用することがで

きるもの又は暗号機能が有効化されているものに限る。」

とありますが、この限定条件を満たさないことを理由に規

制を受けないものは、どのようなものでしょうか。 

▼Ｑ７:質問 2013/2/8 

貨物等省令第８条第九号ヨの（一）と（二）でそれぞれ

規定する装置については、どのように性質が異なるものな

のでしょうか。 

   

 

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda08.html
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▲Ａ７:回答 

以下の①と②は、この限定条件を満たさず、規制を受け

ないと考えられます。 

①そもそも暗号機能が使用不可能なもの 

②潜在的には暗号機能を有しているものの、普段は当該

機能が休眠しており、ライセンスキー等の暗号機能有

効化の手段を用いることによってのみ、当該機能が有

効化するもの（休眠暗号装置） 

一方で、以下の③～⑤はこの限定条件を満たします。 

③そもそも暗号機能が使用可能なもの 

④暗号機能を有していて、普段は当該機能が無効化され

てはいるが、暗号機能有効化の手段以外の方法で使用

者が当該機能を有効化できてしまうもの 

⑤②の休眠暗号装置に対して、暗号機能有効化の手段を

用いることにより、暗号機能が有効化されているもの 

なお運用通達の９の項の解釈「暗号機能有効化の手段を用

いないで使用することができるもの」では、「暗号機能有

効化の手段を用いないで使用者による暗号機能の使用が

可能であるものをいう。」と規定されており、使用者が暗

号機能を使用可能か否かの視点で判断することになって

います。 

 

 

▲Ａ７:回答 

貨物等省令第８条第九号ヨは、規制対象から外れる装置

に関する規定です。（一）に規定する装置は、そもそも暗

号機能が使用不可能なものです。対して、（二）に規定す

る装置は、潜在的には暗号機能を有しているものの、普段

は当該機能が休眠しており、ライセンスキー等の暗号機能

有効化手段を用いることによってのみ、当該機能が有効化

するものを想定しています。 

 

▼Ｑ８:質問 2018/1/22 

 貨物等省令第８条第九号ロや第２１条第１項第十六号、

第十七号で規定されている「ある貨物又はあるプログラ

ム」とは具体的にはどのようなものなのでしょうか。 

 

▲Ａ８:回答 

潜在的には貨物等省令第８条第九号イに該当する暗号

機能を有している貨物又はプログラムであって、普段は当

該機能が休眠しており、ライセンスキー等の暗号機能有効

化の手段を用いれば当該機能が有効化するようなものを

想定しています。 

なお、「ある貨物」には、電子組立品やモジュール、集

積回路及びこれらの部分品等、潜在的に暗号機能を有する

ものであれば対象として含まれます。 

また「あるプログラム」には、潜在的に該当の暗号機能

▼Ｑ８:質問 2013/2/8 

 貨物等省令第８条第九号の二や第２１条第１項第十六

号、第十七号で規定されている「ある貨物又はプログラム」

とは具体的にはどのようなものなのでしょうか。 

 

▲Ａ８:回答 

潜在的には貨物等省令第８条第九号若しくは第十号か

ら第十二号までのいずれかに該当する暗号機能を有して

いる貨物又はプログラムであって、普段は当該機能が休眠

しており、ライセンスキー等の暗号機能有効化手段を用い

れば当該機能が有効化するようなものを想定しています。 

なお、「ある貨物」には、電子組立品やモジュール、集

積回路及びこれらの部分品等、潜在的に暗号機能を有する

ものであれば対象として含まれます。 

また「あるプログラム」には、潜在的に該当の暗号機能
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を持つプログラムであって、暗号機能有効化の手段を用い

れば貨物等省令第２１条第１項第九号等に該当となるよ

うなアプリケーションプログラムが含まれます。 

同様に暗号機能を有する装置の機能を実現するための

プログラムなども、潜在的に暗号機能を有するものであれ

ば対象として含まれます。 

 

（注）平成 29 年 1 月 30 日付け２８貿情セ調第４号「『Ｑ

＆Ａ１１ コンピュータ、エレクトロニクス、通信関

連』への提案」で、平成 29年 1月 7日施行の法令改

正で、貨物等省令第８条第九号の二や第２１条第１

項第十六号、第十七号で規定されている暗号有効化

の対象が貨物等省令 8 条九号イに限定されました。

平成 30年 1月 22日施行予定の法令改正においても、

暗号有効化の対象は、変わりません。 

 

を持つプログラムであって、暗号機能有効化手段を用いれ

ば貨物等省令第２１条第１項第九号等に該当となるよう

なアプリケーションプログラムが含まれます。 

同様に暗号機能を有する装置の機能を実現するための

プログラムなども、潜在的に暗号機能を有するものであれ

ば対象として含まれます。 

▼Ｑ９:質問 2018/1/22 

貨物等省令第８条第九号イ（一）から（四）までのいず

れにも当たらないことにより非該当となる装置にはどの

ようなものがありますか。 

 

 

▲Ａ９:回答 

現在、暗号機能が搭載された高機能の製品が多種多様に

存在しています。暗号機能を有する装置であって、貨物等

省令第８条第九号イの配下の（一）から（四）までのいず

れの記述にも当たらないものは、第九号又は第九号イの柱

書きに当たるか否かに関わらず、副次的な暗号装置として

非該当になります。言い換えるとこの副次的暗号装置は、

以下の(1)及び(2)の条件を満足するものです。 

 

条件(1)：以下のいずれにも当たらないもの。 

   1. 情報システムのセキュリティ管理機能を主たる

機能として有するもの 

   2. デジタル通信装置、有線若しくは無線回線網によ

る電気通信回線を構築、管理又は運用するため

の装置 

   3. 電子計算機若しくは情報の記録及び保存若しく

▼Ｑ９:質問 2013/2/8 

輸出令別表１の９の項の解釈（貨物等省令第８条第九号

から十二号までの規定中の装置若しくはシステム又はそ

の部分品）の「副次的暗号装置」として規制非該当となる

ものにはどのようなものがありますか。 

   

▲Ａ９:回答 

現在、暗号機能が搭載された高機能の製品が多種多様に

存在しています。規制から除外される副次的暗号装置は、

電子計算機やその部分品以外のものであって、以下の(1)

および(2)の条件を満足するものです。 

 

 

 

 

条件(1)：以下の機能を主たる機能としないもの。 

   1. 情報システムのセキュリティ管理 

   2. 情報の送信、受信又は記録及び保存 

   3. 有線若しくは無線回線網による電気通信回線の

構築、管理又は運用 
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は処理を主たる機能として有するもの 

条件(2)：暗号機能が、装置の主たる機能の支援のために

のみ用いられているもの、又は主たる機能以外

の機能を支援するためであって、規制されない

暗号貨物若しくは暗号プログラム（公知のプロ

グラムを含む）を組み込んで実現されているも

の 

 

また、貨物等省令第２１条第１項第九号に「貨物の有す

る機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するた

めのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことが

できるもの」のプログラムの規制がありますが、第８条第

九号イの配下の（一）から（四）までのいずれの記述にも

当たらない貨物（副次的暗号装置）と同等の機能を有する

プログラムは、副次的暗号プログラムと呼ばれており非該

当になります。ＯＳ等の電子計算機を使用するためのプロ

グラムは副次的暗号プログラムにはなり得ませんが、アプ

リケーションプログラムについては、要件を満たせば、副

次的暗号プログラムとして貨物等省令第２１条第１項第

九号に非該当と判定できます。 

 

別紙１に「副次的暗号装置」又は「副次的暗号プログラ

ム」の適用可能な例を、別紙２に適用不可の例を示します。 

（別紙１・別紙２ は省略） 

 

別紙１に記載されている製品例は、条件(1)の要件を満

たすと判断できるため、暗号機能が、条件(2)の要件を満

たすことが確認できれば、副次的暗号装置又は副次的暗号

プログラムとして非該当と判定できます。一方、別紙２に

記載されている製品は、条件(1)を満足しないため、副次

的暗号装置又は副次的暗号プログラムとはなりません。 

 

なお、例えば、複合機として製品化している場合には、

それぞれの機能毎に条件(1)及び条件(2)の適用可否を検

討してください。 

 

条件(2)：暗号機能が、装置の主たる機能の支援のために

のみ用いられている。 

 

 

 

 

 

また、外為令別表９の項の解釈、貨物等省令第２１条第

１項第七号、第八号の二及び第九号の規定中のプログラム

に記載されているように、プログラムについても要件を満

たせば、副次的暗号の除外が適用できます。プログラムに

ついては、ＯＳ等の電子計算機を使用するためのプログラ

ムには適用できませんが、アプリケーションプログラムに

ついては、同様の要件を満たせば、副次的暗号の除外を適

用でき非該当と判定できます。 

 

 

 

 

 

別紙１に「副次的暗号装置」の適用可能な例を、別紙２

に適用不可の例を示します。 

（別紙１・別紙２ は省略） 

 

別紙１に記載されている製品例は、(1)の要件を満たす

と判断できるため、暗号機能が、これらの装置の主たる機

能の支援に限定して使用されていることが確認できれば、

副次的暗号装置として除外でき非該当と判定できます。一

方、別紙２に記載されている製品は、条件(1)を満足しな

いため、副次的暗号装置とはならず該当となります。 

 

 

なお、例えば、複合機として製品化している場合には、

主たる機能を複数とし、それぞれの機能毎にその適用の可

否、及びその暗号機能がその主たる機能の支援のみに用い

られているかどうかを検討してください。 

 ▼Ｑ１０:質問 2013/2/8 



6 
 

（削除）  

 

 

（注） 

平成 29年 1月 30日付け２８貿情セ調第４号「『Ｑ＆Ａ

１１ コンピュータ、エレクトロニクス、通信関連』

への提案」では、削除又は 2015 年（平成 27 年）10

月 1日施行の運用通達「暗号機能有効化の手段」に沿

った改訂を提案しましたが、運用通達「暗号機能有効

化の手段」で「装置又は顧客に一対一で対応するもの」

の解釈が理解できますため、このＱ＆Ａは削除するこ

とを提案します。 

 

 

運用通達の９の項の「貨物等省令第８条第９号ヨ中の暗

号機能有効化」の解釈について、「装置又は顧客に一対一

で対応するもの」とあるが、ある貨物や技術であって、複

数の装置や顧客に対応するようなものについては、「装置

又は顧客に一対一で対応するもの」と解することができる

のでしょうか。 

     

▲Ａ１０:回答 

ある貨物や技術であって、複数の装置や顧客に対応する

ようなものについては、「装置又は顧客に一対一で対応す

るもの」とは解されません。他方、ひとつの顧客に複数ユ

ーザーがある場合（企業と契約し、当該企業の複数の社員

が当該製品を用いているような場合）や、同一の装置が複

数有り、それらについて同一の暗号機能有効化のための貨

物や技術を用いている場合については、「装置又は顧客に

一対一で対応するもの」と解することができます。 

▼Ｑ１１:質問 2018/1/22  

弊社では国外企業との共同生産を行っており、暗号機能

を有するある部品を暗号機能を休眠させた状態で国外企

業へ輸出し、現地で暗号機能を有効化させて組み立てを行

っています。この場合、国外企業へ部品を輸出する段階で

は、当該部品は貨物等省令第８条第九号イの括弧書きの

「当該暗号機能が暗号機能有効化の手段を用いないで使

用することができるもの又は暗号機能が有効化されてい

るもの」にあたらない休眠暗号として、外為法の許可は不

要なものと見なしてよいでしょうか。 

 

▲Ａ１１:回答 

当該部品の暗号機能が、暗号機能有効化の手段によって

のみ使用可能となるものであれば、外為法の許可は不要な

ものと解されますので、運用通達中の解釈規定についても

御参照いただいた上で該非判定を実施してください。 

 

▼Ｑ１１:質問 2013/2/8 

弊社では国外企業との共同生産を行っており、暗号機能

を有するある部品を暗号機能を休眠させた状態で国外企

業へ輸出し、現地で暗号機能を有効化させて組み立てを行

っています。この場合、国外企業へ部品を輸出する段階で

は、当該部品は貨物等省令第８条第９号ヨ（二）に該当す

るものとして、外為法の許可は不要なものと見なしてよい

でしょうか。 

 

 

 

▲Ａ１１:回答 

当該部品の暗号機能が、暗号機能有効化の手段によって

のみ使用可能となるものであれば、外為法の許可は不要な

ものと解されますので、運用通達中の解釈規定についても

御参照いただいた上で該非判定を実施してください。 

▼Ｑ１２:質問 2018/1/22  

販売管理を目的として、インストール時にライセンスキ

ーを入力することが必要なソフトウエア製品があります。

ライセンスキーは、２０桁程度の数字で構成され、製品パ

ッケージの中に記載して製品と一緒に販売しています。こ

▼Ｑ１２:質問 2013/2/8 

販売管理を目的として、インストール時にライセンスキ

ーを入力することが必要なソフトウエア製品があります。

ライセンスキーは、２０桁程度の数字で構成され、製品パ

ッケージの中に記載して製品と一緒に販売しています。こ
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のようなライセンスキーは販売管理用に用いられるもの

ですが、管理対象となるソフトウエアの一部には暗号機能

を含んでいます。この場合、当該ライセンスキーは、貨物

等省令第８条第九号ロ又は第２１条第１項第十六号・第十

七号の規定に該当するものとして、外為法の許可が必要と

なるのでしょうか。 

   

▲Ａ１２:回答 

「暗号機能有効化の手段」となるライセンスキーは、運

用通達の解釈に規定される要件を満たすものです。すなわ

ち、暗号機能を有効化する又は使用可能にするために、製

造者により提供される安全な仕組みによって管理されて

いるものに限定されます。ご質問のライセンスキーが、暗

号機能の有効化等を目的としたものではなく、純粋に販売

管理用のものとして設計されたものであることが客観的

に明らかな場合は、「暗号機能有効化の手段」とはならな

いと考えられます。したがって、ご質問のライセンスキー

は貨物等省令第８条第九号ロ又は第２１条第１項第十六

号・第十七号には非該当となりますが、暗号機能を実現す

る当該プログラムについては貨物等省令第８条第九号イ

の括弧書きの「当該暗号機能が暗号機能有効化の手段を用

いないで使用することができるもの」に該当する貨物と同

等の機能を持つプログラムとなるため、貨物等省令第２１

条第１項第九号により規制されることになります。 

 

のようなライセンスキーは販売管理用に用いられるもの

ですが、管理対象となるソフトウエアの一部には暗号機能

を含んでいます。この場合、当該ライセンスキーは、貨物

等省令第８条第９号の２又は第２１条第１項第１６号・第

１７号の規定に該当するものとして、外為法の許可が必要

となるのでしょうか。 

  

▲Ａ１２:回答 

「暗号機能有効化の手段」となるライセンスキーは、運

用通達の解釈に規定される要件を満たすものです。すなわ

ち、暗号機能を有効化する又は使用可能にするために、製

造者により提供される安全な仕組みによって管理されて

いるものに限定されます。ご質問のライセンスキーが、暗

号機能の有効化等を目的としたものではなく、純粋に販売

管理用のものとして設計されたものであることが客観的

に明らかな場合は、「暗号機能有効化の手段」とはならな

いと考えられます。したがって、ご質問のライセンスキー

は貨物等省令第８条第９号の２又は第２１条第１項第１

６号・第１７号には非該当となりますが、暗号機能を実現

する当該プログラムについては貨物等省令第８条第九号

ヨ(二)の除外規定は適用できないため、貨物等省令第２１

条第１項第九号により規制されることになります。 

▼Ｑ１３:質問 2018/1/22  

海外工場で携帯電話の製造を行うに当たり、その部品と

なる集積回路の機能全体を休眠させた状態で輸出を行い、

海外工場で当該集積回路の機能を有効化させます。一連の

プロセスはファームウェアを用いて行うものであり、集積

回路の機能の一部には暗号機能も含まれます。この時、当

該暗号機能は貨物等省令第８条第九号イの括弧書きの「当

該暗号機能が暗号機能有効化の手段を用いないで使用す

ることができるもの又は暗号機能が有効化されているも

の」にあたらない休眠暗号として、外為法の許可は不要な

ものと見なして良いでしょうか。 

 

▲Ａ１３:回答 

▼Ｑ１３:質問 2013/2/8 

海外工場で携帯電話の製造を行うに当たり、その部品とな

る集積回路の機能全体を休眠させた状態で輸出を行い、海

外工場で当該集積回路の機能を有効化させます。一連のプ

ロセスはファームウェアを用いて行うものであり、集積回

路の機能の一部には暗号機能も含まれます。この時、当該

暗号機能は貨物等省令第８条第９号ヨ（二）に該当するも

のとして、外為法の許可は不要なものと見なして良いでし

ょうか。 

 

 

 

▲Ａ１３:回答 
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  当該ファームウェアにより制御される機能の一つとし

て暗号機能が含まれている場合において、当該暗号機能が

貨物等省令第８条第九号イの括弧書きの「当該暗号機能が

暗号機能有効化の手段を用いないで使用することができ

るもの又は暗号機能が有効化されているもの」にあたらな

い休眠暗号であれば、外為法の許可は不要なものと解され

ます。その際、当該ファームウェアは、当該集積回路の複

数の機能に対応するようなものであっても、当該ファーム

ウェアが当該暗号機能の有効化を目的（又は目的のひと

つ）として設計されたものであれば、貨物等省令第８条第

九号ロ又は第２１条第１項第十六号・第十七号に該当する

ものとして外為法上の許可が必要となります。 

  当該ファームウェアにより制御される機能の一つとし

て暗号機能が含まれている場合において、当該暗号機能が

貨物等省令第８条第９号ヨ（二）の規定を満たすものであ

れば、外為法の許可は不要なものと解されます。その際、

当該ファームウェアは、当該集積回路の複数の機能に対応

するようなものであっても、当該ファームウェアが当該暗

号機能の有効化を目的（又は目的のひとつ）として設計さ

れたものであれば、貨物等省令第８条第９号の２又は第２

１条第１項第１６号・第１７号に該当するものとして外為

法上の許可が必要となります。 

 

 （削除） 

 

（注）平成 29年 1月 30日付け２８貿情セ調第４号「『Ｑ

＆Ａ１１ コンピュータ、エレクトロニクス、通信関

連』への提案」でお伝えしました通り、貨物等省令

第８条第９号の２、第２１条第１項第十六号及び第

十七号のいずれも、2012年（平成 24年）8月 1日施

行の法令改正で、「ある貨物」だったものが、「ある

貨物又はあるプログラム」に修正されています。従

って、今となっては、質問の意図がわからないＱ＆

Ａになっています。本Ｑ＆Ａは削除することが適切

です。 

▼Ｑ１５:質問 2013/2/8 

貨物等省令第８条第９号の２、第２１条第１項第１６号

及び第１７号では、潜在的に暗号機能を有している（暗号

機能が休眠している）ものを「ある貨物」と規定していま

すが、潜在的に暗号機能を有しているプログラムについて

は、当該規定の対象に含めないのでしょうか。 

    

▲Ａ１５:回答 

潜在的に暗号機能を有している貨物について、当該貨物

が当該暗号機能を貨物自体として持っているケースに加

え、当該暗号機能を貨物とプログラムの両方によって有し

ているようなケースについても、当該規定の対象に含めま

す。他方、プログラムのみで当該暗号機能を有しているよ

うな場合は、当該規定の対象には入りません。潜在的に暗

号機能を有しているプログラムについては、今後のＷＡ専

門家会合にて明確化する予定です。 

▼Ｑ１７:質問 2018/1/22  

貨物等省令第２１条第１項第九号では「プログラムであ

って、第８条第九号イ若しくはハからホまで、第十号又は

第十一号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等

の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は

当該機能のシミュレーションを行うことができるもの」を

許可対象として規定していますが、第８条第九号に規定す

る除外規定（第九号イ（五）から（十三）まで、又は第九

号ヘのいずれかに該当するもの）に規定する貨物に係る機

能については、同様に第２１条第１項第九号においても許

▼Ｑ１７:質問 2013/2/8 

貨物等省令第２１条第１項第９号では「プログラムであ

って、第八条第九号から第十二号までのいずれかに該当す

る貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能

を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーション

を行うことができるもの」を許可対象として規定していま

すが、第８条第９号に規定する除外規定（第９号ヘからヨ

までのいずれかに該当するもの）に規定する貨物に係る機

能については、同様に第２１条第１項第９号においても許

可の対象には含めないものと解しても良いでしょうか。 
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可の対象には含めないものと解しても良いでしょうか。 

     

 

▲Ａ１７:回答 

御理解のとおりで差し支えありません。 

     

 

 

▲Ａ１７:回答 

御理解のとおりで差し支えありません。 

▼Ｑ１８:質問 2018/1/22  

暗号規制に該当する汎用ＭＰＵを外部から購入して自

社で設計したボードに組み込みました。当該ボードを組み

込んで使用者向けの製品を製造します。当該製品には、Ｍ

ＰＵメーカーから提供されるＭＰＵ用の専用ＯＳ上に、当

該装置専用のアプリケーションを作成し、ＯＳと供に当該

製品に組み込んで販売します。当該製品で、使用者が操作

パネルや操作ボタンを操作する等では当該製品に含まれ

ている暗号機能を使用できないように設計している場合、

当該製品に組み込んだＭＰＵの暗号機能は貨物等省令第

８条第九号イの括弧書きの「当該暗号機能が暗号機能有効

化の手段を用いないで使用することができるもの又は暗

号機能が有効化されているもの」にあたらない「使用でき

ない暗号」として非該当と考えてよいでしょうか。 

 

▲Ａ１８:回答 

「使用できない暗号」として非該当とするためには、下

記の２条件を両方満たしている必要があります。 

①製品を使用する者が暗号機能を使用できないように設

計されていること。 

②製品を使用する者以外の第三者も含む広く一般の使用

者が暗号機能を使用できるように容易に改ざんできな

い様に管理されていること。 

 

ご質問の内容からは、①の条件は満たされていると考え

られますが、②の条件が満たされているのか判断できませ

ん。下記例示のような条件②を満たす機能を備えているか

確認して下さい。確認した結果、②の条件も満たすのであ

れば「使用できない暗号」として非該当と判断して考えて

よいでしょう。②の条件を満たしていないのであれば「使

用できない暗号」として非該当にできません。 

 

 （例） 

▼Ｑ１８:質問 2013/2/8 

暗号規制に該当する汎用ＭＰＵを外部から購入して自

社で設計したボードに組み込みました。当該ボードを組み

込んで使用者向けの製品を製造します。当該製品には、Ｍ

ＰＵメーカーから提供されるＭＰＵ用の専用ＯＳ上に、当

該装置専用のアプリケーションを作成し、ＯＳと供に当該

製品に組み込んで販売します。当該製品で、使用者が操作

パネルや操作ボタンを操作する等では当該製品に含まれ

ている暗号機能を使用できないように設計している場合、

当該製品に組み込んだＭＰＵの暗号機能は「使用できない

暗号」として除外できると考えてよいでしょうか。 

   

 

 

  ▲Ａ１８:回答 

「使用できない暗号」として除外するためには、下記の２

条件を両方満たしている必要があります。①製品を使

用する者が暗号機能を使用できないように設計されて

いること。 

②製品を使用する者以外の第三者も含む広く一般の使用

者が暗号機能を使用できるように容易に改ざんできな

い様に管理されていること。 

 

ご質問の内容からは、①の条件は満たされていると考え

られますが、②の条件が満たされているのか判断できませ

ん。下記例示のような条件②を満たす機能を備えているか

確認して下さい。確認した結果、②の条件も満たすのであ

れば「使用できない暗号」として除外できると判断して考

えてよいでしょう。②の条件を満たしていないのであれば

「使用できない暗号」として除外できません。 

 

 （例） 

・製造者が設計した装置やボードの設計情報が製造者に



10 
 

・製造者が設計した装置やボードの設計情報が製造者に

より厳格に管理され、汎用ＭＰＵを購入した第三者で

あっても容易に暗号機能を使用するようにできない。 

・ＭＰＵの暗号を使用できないように設計したプログラ

ム（ＯＳ、アプリケーション）の設計情報が厳格に管

理されており、実行形式でのみの提供で、いかなる形

でもソースコードが提供されないため、第三者は暗号

機能を使用するプログラムを作成することができな

い。 

・当該製品において、第三者がプログラム（ＯＳ、アプ

リケーション）を書き換える機能を提供しておらず、

第三者が当該製品のプログラムを書き換えることがで

きない。 

・当該製品において、当該製品のプログラム（ＯＳ、ア

プリケーション）を書き換えるために必要な情報が厳

格に管理されていて、第三者が当該製品のプログラム

を書き換えることができない。 

より厳格に管理され、汎用ＭＰＵを購入した第三者で

あっても容易に暗号機能を使用するようにできない。 

・ＭＰＵの暗号を使用できないように設計したプログラ

ム（ＯＳ、アプリケーション）の設計情報が厳格に管

理されており、実行形式でのみの提供で、いかなる形

でもソースコードが提供されないため、第三者は暗号

機能を使用するプログラムを作成することができな

い。 

・当該製品において、第三者がプログラム（ＯＳ、アプ

リケーション）を書き換える機能を提供しておらず、

第三者が当該製品のプログラムを書き換えることがで

きない。 

・当該製品において、当該製品のプログラム（ＯＳ、ア

プリケーション）を書き換えるために必要な情報が厳

格に管理されていて、第三者が当該製品のプログラム

を書き換えることができない。 

▼Ｑ１９:質問 2018/1/22  

貨物等省令第２１条第１項に該当する暗号プログラム

を含んだ、ソフトウエアソースコードパッケージを購入し

ました。このソフトウエアソースコードパッケージを組み

込んで弊社製ソフトウエアを構築しました。ソースコード

パッケージの提供メーカーからは、パッケージトータルで

の組み込みリンク機能・動作保証がされており、この暗号

アルゴリズム部分をはずすこと無く、組み込みを行ってい

ます。暗号機能は、弊社ソフトウエア製品として使用して

おらず、弊社ソフトウエアの使用者からも一切、アクセス

できないように設計しており、設計情報は弊社内で厳格に

管理されています。弊社製ソフトウエアはオブジェクトモ

ジュールでのみ使用者に提供されます。 

この場合、上記の弊社製ソフトウエアに内含される暗号

機能は、貨物等省令第８条第九号イの括弧書きの「当該暗

号機能が暗号機能有効化の手段を用いないで使用するこ

とができるもの又は暗号機能が有効化されているもの」に

あたらない「使用できない暗号」であり、弊社製ソフトウ

エアは第２１条第１項第九号に非該当と考えてよいでし

ょうか？ 

    

▼Ｑ１９:質問 2013/2/8 

貨物等省令第２１条１項に該当する暗号プログラムを

含んだ、ソフトウエアソースコードパッケージを購入しま

した。このソフトウエアソースコードパッケージを組み込

んで弊社製ソフトウエアを構築しました。ソースコードパ

ッケージの提供メーカーからは、パッケージトータルでの

組み込みリンク機能・動作保証がされており、この暗号ア

ルゴリズム部分をはずすこと無く、組み込みを行っていま

す。暗号機能は、弊社ソフトウエア製品として使用してお

らず、弊社ソフトウエアの使用者からも一切、アクセスで

きないように設計しており、設計情報は弊社内で厳格に管

理されています。弊社製ソフトウエアはオブジェクトモジ

ュールでのみ使用者に提供されます。 

この場合、上記の弊社ソフトウエアに内含される暗号機

能は、「使用できない暗号」として除外できると考えてよ

いでしょうか？ 

    

▲Ａ１９:回答 

「使用できない暗号」として除外するためには、下記の

２条件を両方満たしている必要があります。 

①製品を使用する者が暗号機能を使用できないように設
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▲Ａ１９:回答 

「使用できない暗号」として非該当とするためには、下

記の２条件を両方満たしている必要があります。 

①製品を使用する者が暗号機能を使用できないように設

計されている。 

②製品を使用する者以外の第三者も含む広く一般の使用

者が暗号機能を使用できるように容易に改ざんできな

い様に管理されている。 

   

当該ソフトウエアは、使用者が暗号機能を使用できない

構成として設計されているのであれば条件①を満たして

いると考えられます。また、独自に開発したソフトウエア

の設計情報が製造者により厳格に管理されており、使用者

にはオブジェクト形式でのみ提供され、いかなる形でもソ

ースコードが提供されないのであれば、条件②を満たして

いると考えられます。 

したがって、当該暗号機能は、貨物等省令第８条第九号

イの括弧書きの「当該暗号機能が暗号機能有効化の手段を

用いないで使用することができるもの」にあたらず、「使

用できない暗号」として解釈でき、当該ソフトウエアは貨

物等省令第２１条第１項第九号に非該当と考えてよいで

しょう。 

計されている。 

②製品を使用する者以外の第三者も含む広く一般の使用

者が暗号機能を使用できるように容易に改ざんできな

い様に管理されている。 

   

当該ソフトウエアは、使用者が暗号機能を使用できない

構成として設計されているのであれば条件①を満たして

いるとかんがえられます。また、独自に開発したソフトウ

エアの設計情報が製造者により厳格に管理されており、使

用者にはオブジェクト形式でのみ提供され、いかなる形で

もソースコードが提供されないのであれば、条件②を満た

していると考えられます。 

したがって、当該ソフトウエアは、貨物等省令第８条九

号ヨ（一）の除外規定にあたり、「使用できない暗号」と

して解釈でき貨物等省令第２１条１項に非該当と考えて

よいでしょう。 

▼Ｑ２１:質問 2018/1/22  

＜市販前製品/部分品の市販暗号除外適用＞ 

既に主たる機能が同等の暗号化製品が市販された製品

で別紙１に示す標準規格等が公開された民生用途の製品

に対して、市販を開始する前に国際機関での認証や、海外

での接続テストなどの評価を行うため、又はセールスサン

プルとして輸出します。これらの製品は暗号機能を有して

いますが、貨物等省令第８条第九号ヘ（一)１の要件を満

たすと判断し、更に同号ヘ（一）２及び３の要件も満たせ

ば市販暗号除外を適用し非該当として輸出することは可

能ですか？ 

 

 ▲Ａ２１:回答 

別紙１に示す一般に市販を行うことを目的とした製品

であって、別紙２に示す暗号機能が確定し製品の開発が完

了しているものであれば、市販前のプロトタイプやセール

▼Ｑ２１:質問 2015/4/1 

＜市販前製品/部分品の市販暗号除外適用＞ 

既に主たる機能が同等の暗号化製品が市販された製品

で別紙１に示す標準規格等が公開された民生用途の製品

に対して、市販を開始する前に国際機関での認証や、海外

での接続テストなどの評価を行うため、又はセールスサン

プルとして輸出します。これらの製品は暗号機能を有して

いますが、貨物等省令第８条第九号タ（一)１の要件を満

たすと判断し、更に同号タ（一）２及び３の要件も満たせ

ば市販暗号除外を適用し非該当として輸出することは可

能ですか？ 

 

▲Ａ２１:回答 

別紙１に示す一般に市販を行うことを目的とした製品

であって、別紙２に示す暗号機能が確定し製品の開発が完

了しているものであれば、市販前のプロトタイプやセール
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スサンプルであっても下記の①から⑤の条件を全て満た

す場合には貨物等省令第８条第九号ヘ（一)１の要件を満

たすとの判断が可能です。 

 

 ＜市販前のプロトタイプ、セールスサンプルでも市販暗

号除外が適用できる条件＞ 

① 一般に市販されている別紙１に示す製品と同種の製

品であること。 

 

 ② 暗号機能が既に市販されている製品に使われている

もの又は公開された暗号標準に基づいたものである

こと。 

 

 ③ 別紙２に示すように開発・設計が完了し（最終評価を

残しているものを含む。）、暗号機能が確定しているこ

と。 

 

 ④ 貨物等省令第８条第九号ヘ（一)の要件が書面により

確認できること。(販売要件については、販売計画書、

製品発表資料、販売会社との販売契約書等、販売予定

が書面により確認できればよい。) 

 

 ⑤ 使用者が特定されていること。 

 

上記の５つの条件を全て満たす場合で、更に同号ヘ（一)

２及び３の要件も満たすことが書面によって確認される

ものであれば、同号ヘ（一)の市販暗号除外を適用し、輸

出令別表第一の９の項（７）に非該当と判定することが可

能です。 

 

また、輸出令別表第一の９の項（７）に非該当と判定さ

れた品目は、輸出令別表第一の１６の項の貨物としてキャ

ッチオール規制の確認を行い、その結果も含め、判定記録

を残すようにしてください。 

尚、プログラムについても同様の考え方により、役務通

達の外為令別表中の解釈を要する語の９の項「貨物等省令

第２１条第１項第七号、第八号の二、第九号、又は第十七

号の規定中のプログラム（第七号又は第八号の二にあって

スサンプルであっても下記の①から⑤の条件を全て満た

す場合には貨物等省令第８条第九号タ（一)１の要件を満

たすとの判断が可能です。 

 

 ＜市販前のプロトタイプ、セールスサンプルでも市販暗

号除外が適用できる条件＞ 

① 一般に市販されている別紙１に示す製品と同種の製

品であること。 

 

 ② 暗号機能が既に市販されている製品に使われている

もの又は公開された暗号標準に基づいたものである

こと。 

 

 ③ 別紙２に示すように開発・設計が完了し（最終評価を

残しているものを含む。）、暗号機能が確定しているこ

と。 

 

 ④ 貨物等省令第８条第九号タ（一)の要件が書面により

確認できること。(販売要件については、販売計画書、

製品発表資料、販売会社との販売契約書等、販売予定

が書面により確認できればよい。) 

 

 ⑤ 使用者が特定されていること。 

 

上記の５つの条件を全て満たす場合で、更に同号タ（一)

２及び３の要件も満たすことが書面によって確認される

ものであれば、同号タ（一)の市販暗号除外を適用し、輸

出令別表第一の９の項（７）に非該当と判定することが可

能です。 

 

また、輸出令別表第一の９の項（７）に非該当と判定さ

れた品目は、輸出令別表第一の１６の項の貨物としてキャ

ッチオール規制の確認を行い、その結果も含め、判定記録

を残すようにしてください。 

尚、プログラムについても同様の考え方により、役務通

達の外為令別表中の解釈を要する語の９の項「貨物等省令

第２１条第１項第七号、第八号の二、第九号、第十号、第

十五号又は第十七号の規定中のプログラム」の除外の適用
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は第８条第九号又は第２１条第１項第九号（第８条第九号

に係るものに限る。）に限り、第九号にあっては第８条第

九号に係るものに限る。）」の除外の適用が可能です。 

が可能です。 

 

 

３．結び（改訂版Ｑ＆Ａを早期にホームページに掲載頂く効果） 

これらのＱ＆Ａを早期に経済産業省のホームページに掲載頂くことにより、以下の効果が期待できま

す。 
 法令改正初期の混乱を最小化することができる。 
 経済産業省ホームページのＱ＆Ａの情報により、法令改正に対する理解を広く共通化できる。 
 組織内の教育や、CISTEC ガイダンス等に反映することができ、効率的に法令改正内容を伝えるこ

とができる。 
また、これら産業界側のメリットだけでなく、経済産業省への法令改正に関する問合せ等も多く削減

されるものと思慮致します。 
 早期に対応頂くことにより、官民双方にとって、より効率的に法令改正への対応が可能になると考え

ており、是非とも前向きに検討頂きたく、何卒、お願い申し上げます。 
 

以上 
 


